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海 技 士 国 家 試 験  受 験 者 の 方 へ 

 

神戸運輸監理部 船員労働環境・海技資格課 

TEL：０７８－３２１－７０５３ 

１．試験会場、日程及び集合時間 

①試験会場   神戸運輸監理部海技試験場（神戸第２地方合同庁舎５階西側） 

②試験日程  筆記試験   ：定期試験日程表を参照 

身体・口述試験：筆記試験の合格発表に合わせて日程を発表するので、 

        ホームページ等を確認すること。（次頁参照） 

        ※日程の候補日は口述試験日割表を参照 

③集合時間  六級（身体・筆記）     １２時４５分 

       上記以外          ８時４５分、１３時１５分 

※集合時間の１５分前を目処に試験会場を開場する。 

※原本確認のある受験者は、余裕をもって海技資格課に必要書類を持参すること。  

 注意：窓口の受付は集合時間の１５分前から開始する。 

※一・二級筆記の午前受験者のみ、８時１５分頃から１階入口で受付を行う。 

※三・四・五級筆記「機関（その三）」受験者は、１５時００分までに試験

会場前に集合し、静かに待つこと。 

⑤そ の 他  来庁者用駐車場は限りがあるので利用できない。近隣の有料駐車場か公共交通機

関を利用すること。 

 

２．筆記試験の注意事項 

 ①受験票を必ず持参、携行すること。試験時に提示のない場合、受験できない。 

 ②筆記用具のほか、次のものを持ち込むことができる。 

 

・定規（三角定規、直定規） 

・ディバイダ、コンパス 

・メートル尺 

・製図器具（算法の添付のないもの） 

（二級の「機関（その三）」のみ） 

・電子式卓上計算機（計算の方法等がプログ 

ラムできないもの）又は 計算尺 

・図書等（一級及び二級の「英語」及び「執

務一般」のみ英和辞典（コンサイス程度の

もの）一冊の他に、右記の九冊の図書から

一冊を持参できる） 

 

 ③天測計算表は、必要ならば貸与するので持参しないでよい。 

書籍名 出版社 

英和・和英船舶用語辞典（東京商船大学編） 成山堂 

英和海事用語辞典（神戸商船大学編） 海文堂 

航海用語辞典（四之宮博編） 成山堂 

海洋航海用語辞典（四之宮博編） 成山堂 

最新英和航海用語辞典（桜井広喜編） 海文堂 

最新船舶機関用語集（田村正衛編） 海文堂 

英和・和英機関用語辞典（升田政和編） 成山堂 

和英・英和総合海事用語辞典 海文堂 

英和舶用機関用語辞典 海文堂 
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３．身体検査・口述試験の注意事項 

① 受験票を必ず持参、携行すること。試験時に提示のない場合、受験できない。 

② 海技試験六法（成山堂）・海事六法（海文堂）を持ち込むことができる。 

 

 

４．試験手数料について 

 ① 欠席又は身体検査不合格の場合は、最初に受験する試験手数料は返還できないが、その後に

受ける予定であった試験手数料は返還するので窓口に申し出ること。 

（例：身体検査と口述試験を申請したが欠席→口述試験手数料のみを返還） 

 ② 全ての試験（筆記・身体・口述）を申請し、筆記試験に合格した場合は、口述試験当日の試

験開始までに身体検査手数料及び口述試験手数料を納付すること。 

 

５．海技士国家試験の合格基準 

 ◇筆記試験 

① 全科目を受験した場合 

  各試験科目について、それぞれ配点総計の５０％に達し、かつ、全科目の得点総計が６５％

に達したものを筆記試験合格とする。 

② 科目免除により、一部の科目について受験した場合 

  受験した各試験科目について、それぞれが６５％に達したものを筆記試験合格とし、１科目

でも６５％に達しないものがあるときは不合格とする。 

 ③ 科目合格 

    上記①及び②で不合格となった場合でも、得点が６５％に達した科目は合格（科目合格）と

する。 

 ◇口述試験 

  得点の総計が、配点総計の６５％に達したものを合格とする。 

 

６．合格発表 

 ① 神戸運輸監理部５階掲示板に掲示するとともに、神戸運輸監理部ホームページにも掲載す

る。 

 ② 電話による試験結果の問い合わせには一切応じない。 

③ 総合合格した場合、海技免許の申請は海技試験に合格した日から１年以内に行わなければな

らない。１年を過ぎると、合格は無効となる。 

 

 

 

 

ホームページでの海技士国家試験に関する情報掲載について 

筆記・口述試験の日程や合格発表など海技士国家試験に関する情報を神戸運輸監理部ホ

ームページで発表・掲載している。 

●神戸運輸監理部ホームページ → http://wwwtb.mlit.go.jp/kobe/ 

（ トップページ【よく使う】 船の免許 → 海技免許（20 ﾄﾝ以上の船舶） ） 

※スマートフォンをご利用の方は以下の QR コードから確認できます。 

←トップページ 


